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持株会社移行に伴う定款一部変更のお知らせ 

 

 当社は、2019 年５月 20 日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の当社第 17 期定

時株主総会において持株会社移行に伴う定款一部変更を行うため「定款一部変更の件（発効条件付）」

を付議することを審議いたしましたが、継続審議することとなり、本日の取締役会において決議いた

しましたのでお知らせいたします。 

 定款の変更内容は、下記のとおりであります。 

 

記 

１. 定款の変更案 

(下線部分は変更箇所を示しております。) 

現    行    定    款 変    更    案 

 

第１条～第３条（条文省略） 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査等委員会 

（３）会計監査人 

  

第５条～第１８条（条文省略） 

 

 

（取締役の選任及び解任） 

第１９条 当会社の取締役は、監査等委員であ

る取締役とそれ以外の取締役とを区

別して、株主総会において選任並び

に解任する。 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その

 

第１条～第３条（条文省略） 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（削除） 

 

第５条～第１８条（条文省略） 

（現行通り） 

 

（取締役の選任及び解任） 

第１９条 当会社の取締役は、株主総会におい

て選任並びに解任する。（一部削除） 

 

 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う。 

http://www.ymmd.co.jp/


議決権の過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。 

４ 取締役の解任決議は、本定款第１６条

第２項の定めるところによる。 

 

（取締役の任期） 

第２０条 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年内に終

了する最終の事業年度に関する定時

株主総会の終結の時までとする。 

２ 監査等委員である取締役の任期は選

任後２年内に終了する最終の事業年

度に関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

３ 任期の満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任され

た監査等委員である取締役の任期は、

退任した監査等委員である取締役の

任期の満了する時までとする。 

 

第２１条～第２３条（条文省略） 

 

 

第２４条 

 

 

 

第２５条～第２８条（条文省略） 

 

 

第５章 監査等委員会 

 

第２９条～第３２条（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。 

４ 取締役の解任決議は、本定款第１６条

第２項の定めるところによる。 

 

（取締役の任期） 

第２０条 取締役の任期は、選任後１年内に終了

する最終の事業年度に関する定時株主

総会の終結の時までとする。（一部削

除） 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

第２１条～第２３条（条文省略） 

（現行通り） 

 

（削除） 

 

（以下、各１条繰り上げる） 

 

第２４条～第２７条（条文省略） 

 

 

第５章 監査役 

 

（削除） 

 

（監査役の員数） 

第２８条 当会社の監査役は 2名以内とする 

 

（監査役の選任及び解任） 

第２９条 当会社の監査役は、株主総会において

選任並びに解任する。 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う。 

３ 監査役の解任決議は、本定款第１６条

第２項の定めるところによる。 

 

（監査役の任期） 

第３０条 監査役の任期は、選任後 4 年内に終了

する最終の事業年度に関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 会計監査人 

 

第３３条～第３５条（条文省略） 

 

第７章 計算 

 

第３６条～第３９条（条文省略） 

 

 

附則 

 

（新設） 

 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

平成 29 年３月 31 日に終了する事業年度に関

する定時株主総会の終結前の監査役（監査役で

あった者を含む）の行為に関し、会社法第 426

条第１項の規定及び同 427 条第１項の規定によ

り締結済みの損害賠償責任を限定する契約につ

いては、なお同定時株主総会の決議による変更

前の定款第 34条第１項及び第２項の定めるとこ

ろによる。 

 

 

（監査役の責任免除） 

第３１条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる監

査役（監査役であった者を含む。）の損

害賠償責任を、法令の限度において、

取締役会の決議によって免除すること

ができる。 

 

（削除） 

 

    （削除） 

 

第６章 計算 

 

第３２条～第３５条（条文省略） 

（現行通り） 

 

附則 

 

本定款は、令和元年 10月１日から発効する 

 

（現行通り） 

 

 

 

２. 定款変更の理由 

 

 2019 年 10 月１日をもって当社は SI ホールディングス株式会社の完全子会社となり、同年９月

27 日をもって上場廃止となる予定であります。これに伴い、当社の機関を取締役会及び監査役設

置の会社とすることとし、当該事項にかかる所要の条文の変更及び条数の繰り上げを行うものであ

ります。 

 本件定款変更の効力発生予定日は、2019年 10月１日であります。 

 

３. 日程 

 

 (1) 定款変更のための定時株主総会開催日  2019年６月 27日(木) 

 (2) 定款変更の効力発生予定日       2019年 10月１日(火) 

 

以 上 

  


